
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

二

七

七

号

外
務
省
職
員
に
よ
る
マ
イ
レ
ー
ジ
取
得
及
び
利
用
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男

277



外
務
省
職
員
に
よ
る
マ
イ
レ
ー
ジ
取
得
及
び
利
用
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
四
二
号
）
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
現
在
外
務
省
で
局
長
職
に
就
い
て
い
る
十
名
の
中
で
、
二
〇
〇
七
年
十
月
十
一
日
号
の
「
週
刊

新
潮
」
七
十
四
頁
の
コ
ラ
ム
（
以
下
、
「
コ
ラ
ム
」
と
い
う
。
）
の
中
で
、
自
身
が
貯
め
た
マ
イ
レ
ー
ジ
を
利
用
し
て
航
空

機
の
座
席
を
ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド
し
た
旨
述
べ
た
外
務
省
局
長
と
は
誰
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
外
務
省
大
臣
官
房
に
お

い
て
行
わ
れ
た
確
認
作
業
（
以
下
、
「
確
認
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
「
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日
内

閣
衆
質
一
六
八
第
一
九
五
号
）
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
御
指
摘
の
週
刊
誌
の
記
述
に
あ
る
『
局
長
』
の
発

言
に
つ
い
て
は
、
大
臣
官
房
に
お
い
て
確
認
し
、
そ
の
旨
を
明
確
に
お
答
え
し
て
き
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い

る
が
、
大
臣
官
房
に
お
い
て
、
本
年
十
月
十
一
日
か
ら
同
年
同
月
十
六
日
の
間
に
、
十
名
の
局
長
に
対
し
て
「
確
認
」
が
行

わ
れ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
政
府
答
弁
書
か
ら
当
方
も
既
に
承
知
し
て
い
る
。
当
方
が
問
う
て
い
る
の
は
、
「
確
認
」
が
行

わ
れ
た
か
否
か
で
は
な
く
、
�
「
確
認
」
を
行
っ
た
人
物
の
官
職
氏
名
、
�
「
確
認
」
の
具
体
的
方
法
、
�
十
名
の
局
長
の

「
確
認
」
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
回
答
内
容
の
三
点
で
あ
る
。
右
三
点
が
未
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
こ

ろ
、
右
三
点
に
対
す
る
具
体
的
回
答
を
再
度
求
め
る
。

一



二

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
外
務
省
職
員
が
公
費
で
出
張
す
る
際
に
マ
イ
レ
ー
ジ
を
取
得
し
、
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
を
外

務
省
と
し
て
禁
止
し
て
い
な
い
の
か
否
か
、
ま
た
、
行
財
政
改
革
の
推
進
に
よ
り
、
種
々
国
民
負
担
が
増
大
し
て
い
る
現

在
、
外
務
省
職
員
が
税
金
に
よ
り
マ
イ
レ
ー
ジ
を
取
得
し
、
そ
れ
を
私
的
に
利
用
す
る
こ
と
は
国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る
の

か
と
の
問
い
に
対
し
て
、
「
出
張
で
航
空
機
を
利
用
す
る
際
に
職
員
が
取
得
す
る
マ
イ
レ
ー
ジ
を
外
務
省
と
し
て
管
理
又
は

利
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
現
時
点
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
必
要
が
あ
る
と
も
考
え
て
い
な
い
こ
と
は
先
の
答
弁

書
（
平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
一
九
五
号
）
四
に
つ
い
て
等
で
繰
り
返
し
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
外
務
省
職
員
も
そ
の
適
用
を
受
け
る
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
で

は
、
マ
イ
レ
ー
ジ
の
取
得
又
は
利
用
を
禁
止
す
る
規
定
は
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
答
弁
に
あ
る
よ
う

に
、
法
律
で
マ
イ
レ
ー
ジ
の
取
得
及
び
私
的
利
用
は
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
国
家
公
務
員
、
そ
の
中
で
も
と
り
わ

け
海
外
出
張
の
機
会
が
多
い
外
務
省
職
員
は
、
「
コ
ラ
ム
」
に
あ
る
よ
う
な
特
権
意
識
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
公
費
出
張
の

際
に
は
私
的
な
マ
イ
レ
ー
ジ
の
取
得
を
差
し
控
え
る
、
ま
た
は
公
費
出
張
の
際
に
私
的
に
マ
イ
レ
ー
ジ
を
取
得
し
た
場
合

は
、
何
ら
か
の
形
で
国
庫
に
納
め
る
等
、
進
ん
で
自
ら
を
律
す
る
こ
と
に
よ
り
、
初
め
て
外
務
省
は
国
民
の
理
解
、
信
頼
を

得
ら
れ
、
国
民
の
支
持
を
背
景
に
外
交
活
動
に
専
念
で
き
、
我
が
国
の
国
益
に
資
す
る
と
考
え
る
が
、
外
務
省
の
見
解
如

二



何
。

右
質
問
す
る
。

三


